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平成２６年第３回大仙市議会定例会会議録第１号

平成２６年８月２８日（木曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２６年８月２８日（木曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （２２日間）

第 ３ 議長報告 ・平成２５年度大仙市継続費精算報告書

・平成２５年度決算における健全化判断比率

・平成２５年度決算における資金不足比率

・教育に関する事務の点検・評価報告書（平成２５年度事業）

・議会動静報告書

第 ４ 市政報告

第 ５ 議案第８９号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第９０号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ７ 議案第９１号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第９２号 大仙市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第 ９ 議案第９３号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１０ 議案第９４号 大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について （説 明）

第１１ 議案第９５号 大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について （説 明）



- 2 -

第１２ 議案第 ９６号 大仙市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について （説 明）

第１３ 議案第 ９７号 大仙市仙北民俗資料館設置条例を廃止する条例の制定につい

て （説 明）

第１４ 議案第 ９８号 平成２５年度市立大曲病院事業剰余金の処分について

（説 明）

第１５ 議案第 ９９号 平成２５年度大仙市上水道事業剰余金の処分について

（説 明）

第１６ 議案第１００号 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更

について （説 明）

第１７ 議案第１０１号 平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第５号）（説 明）

第１８ 議案第１０２号 平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第１９ 議案第１０３号 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第２０ 議案第１０４号 平成２５年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について

（説 明）

第２１ 議案第１０５号 平成２５年度大仙市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について （説 明）

第２２ 議案第１０６号 平成２５年度大仙市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について （説 明）

第２３ 議案第１０７号 平成２５年度大仙市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算

の認定について （説 明）

第２４ 議案第１０８号 平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第２５ 議案第１０９号 平成２５年度大仙市奨学資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて （説 明）

第２６ 議案第１１０号 平成２５年度大仙市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）
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第２７ 議案第１１１号 平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について （説 明）

第２８ 議案第１１２号 平成２５年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について （説 明）

第２９ 議案第１１３号 平成２５年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算の認定について （説 明）

第３０ 議案第１１４号 平成２５年度大仙市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について （説 明）

第３１ 議案第１１５号 平成２５年度大仙市老人デイサービス事業特別会計歳入歳出

決算の認定について （説 明）

第３２ 議案第１１６号 平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第３３ 議案第１１７号 平成２５年度大仙市内小友財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第３４ 議案第１１８号 平成２５年度大仙市大川西根財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について （説 明）

第３５ 議案第１１９号 平成２５年度大仙市荒川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第３６ 議案第１２０号 平成２５年度大仙市峰吉川財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について （説 明）

第３７ 議案第１２１号 平成２５年度大仙市船岡財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第３８ 議案第１２２号 平成２５年度大仙市淀川財産区特別会計歳入歳出決算の認定

について （説 明）

第３９ 議案第１２３号 平成２５年度市立大曲病院事業会計決算の認定について

（説 明）

第４０ 議案第１２４号 平成２５年度大仙市上水道事業会計決算の認定について

（説 明）
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出席議員（２７人）

１番 冨 岡 喜 芳 ２番 秩 父 博 樹 ３番 細 谷 洋 造

４番 佐 藤 隆 盛 ６番 佐 藤 育 男 ７番 石 塚 柏

８番 藤 田 和 久 ９番 佐 藤 文 子 １０番 小 山 緑 郎

１１番 茂 木 隆 １２番 佐 藤 芳 雄 １３番 古 谷 武 美

１４番 武 田 隆 １５番 金 谷 道 男 １６番 高 橋 幸 晴

１７番 大 野 忠 夫 １８番 小 松 栄 治 １９番 渡 邊 秀 俊

２０番 佐 藤 清 吉 ２１番 児 玉 裕 一 ２２番 高 橋 敏 英

２３番 千 葉 健 ２４番 大 山 利 吉 ２５番 本 間 輝 男

２６番 鎌 田 正 ２７番 橋 本 五 郎 ２８番 橋 村 誠

欠席議員（１人） ５番 後 藤 健

遅刻議員（１人） ７番 石 塚 柏

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 老 松 博 行 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 佐 藤 芳 彦

企 画 部 長 小 松 英 昭 市 民 部 長 山 谷 勝 志

健 康 福 祉 部 長 小野地 淳 司 農 林 商 工 部 長 佐々木 誠 治

建 設 部 長 小 松 春 一 上 下 水 道 部 長 岩 谷 友一郎

病 院 事 務 長 柴 田 敬 史 教 育 指 導 部 長 小笠原 晃

生 涯 学 習 部 長 滝 沢 清 寿 次長兼総務課長 伊 藤 義 之

議会事務局職員出席者

局 長 木 村 喜代美 次 長 伊 藤 雅 裕

副 主 幹 田 口 美和子 副 主 幹 冨 樫 康 隆

主 査 佐 藤 和 人
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午前１０時００分 開 会

○議長（橋村 誠） おはようございます。

これより平成２６年第３回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長から招集の挨拶があります。栗林市長。

【栗林市長 登壇】

○市長（栗林次美） 皆さんおはようございます。

本日、平成２６年第３回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

今次定例会においてご審議をお願いいたします案件は、人事案３件、条例案６件、単

行案３件、補正予算案３件、決算認定２１件の合計３６件であります。

各案件につきまして、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

【栗林市長 降壇】

午前１０時０１分 開 議

○議長（橋村 誠） これより本日の会議を開きます。

欠席の届出は、５番後藤健君、遅刻の連絡があったのは、７番石塚柏君であります。

○議長（橋村 誠） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（橋村 誠） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において、２番秩父博樹君、

３番細谷洋造君、４番佐藤隆盛君を指名いたします。

○議長（橋村 誠） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から９月１８日までの２２日間といた

したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって、会期は２２日間と決定いたしまし

た。
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○議長（橋村 誠） 次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

平成２５年度大仙市継続費精算報告書、平成２５年度決算における健全化判断比率及

び資金不足比率が市長から、教育に関する事務の点検・評価報告書が教育委員会から提

出されております。

また、６月定例会初日から昨日までの議会動静報告書を、あわせて別添お手元に配付

のとおり報告いたします。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第４、市長から市政報告の申し出がありますので、これ

を許します。栗林市長。

【栗林市長 登壇】

○市長（栗林次美） 平成２６年第３回大仙市議会定例会にあたり、主要事業の進捗状況

並びに諸般の状況について報告申し上げます。

はじめに、８月２１日の大雨による被害状況等について報告いたします。

２１日午後２時までの２４時間雨量が南外ダムで１７１ｍｍを観測したほか、大曲地

域で４８時間雨量が１３０ｍｍを観測した今回の大雨では、市内の中小河川の水位の上

昇により、大曲地域では福部内川流域の大曲福見町地内の１７世帯に対し、一時、避難

準備情報を発令し、対象住民の皆様に警戒をお願いしたところであります。

２６日現在、この大雨により、住家・非住家を合わせ、大曲地域で６棟、南外地域で

４棟、仙北地域で５棟の浸水のほか、道路では、南外地域の出羽グリーンロードで２０

ｍにわたる道路崩壊１カ所、同地域の他路線でも路肩決壊など３カ所、大曲・南外・仙

北地域で道路冠水１９カ所、農林業関係では、南外地域で農地冠水３０ｈａ、法面崩落

など農地・農業用施設２９カ所、林道４カ所、大曲地域でため池堤体法面崩落など２カ

所、協和及び太田地域で法面崩落など林道各１カ所の被害が報告されておりますが、幸

い、人的被害の報告はありませんでした。

また、強い勢力を維持しながら日本を北上し、各地域に大きな被害をもたらした台風

１１号については、本市への影響も心配されましたが、１０日から１１日にかけ本県に

接近した際には勢力も弱まり、西仙北及び協和地域で水路の法面崩落各１カ所などの被

害にとどまっております。

これら一連の災害に対する復旧については、今後、可能なものから順次対応してまい
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りたいと考えております。

なお、全国的に自然災害が多発している現状や、これまでの教訓を踏まえ、国の基準

改訂に基づく「大仙市避難勧告等判断・伝達マニュアル」を本年度内に策定することと

し、作業を進めてまいります。

次に、８月２３日に開催された第８８回全国花火競技大会「大曲の花火」について報

告いたします。

本年の大会は、創造花火誕生５０周年を記念する大会であり、テーマを「創造花火半

世紀先人を讃え、新たなステージへ。守 破 離」とし、国土交通省、秋田県警察、広域
しゆ は り

消防、消防団など関係機関のご協力のもと盛大に開催され、７２万人の人出となったと

ころであります。

今回の大会は、不順な天候と２１日の大雨の影響により、利用者の安全と車両が脱出

できない可能性を考慮し、２１日正午に河川敷内に設置した駐車場の閉鎖を決定いたし

ました。その後も降雨が続き、予定どおりの開催が心配されましたが、当日の天候回復

と打ち上げ現場での懸命の排水作業などにより、開催にこぎ着けることができたもので

あります。

大会の開催にあたっては、安全面でも日本一の大会を目指し、観覧会場のレイアウト

を大幅に変更し、火気を扱う露店を観覧会場の南北２カ所で集中管理としたほか、無料

観覧席を昨年と同程度に確保しながら、会場内通路を８ｍに拡幅し、利便性にも配慮し

たところであります。その結果、会場周辺のほか市内を含め、大きな混乱や事故もなく

大会を無事に終えることができました。

なお、今大会で４回目となりますが、花火鑑賞士の皆様からもご協力をいただき、岩

手県及び宮城県の沿岸部４市・町の被災者と本市のほか横手市、美郷町に避難されてい

る方々、合わせて２１８人を花火大会の桟敷席にご招待をしたところであります。

また、８月１７日から「大曲の花火」までは、「だいせん『花火』と『食』のおもて

なし事業『大曲の花火ウィーク』」が開催され、大雨の影響により一部の日程が中止と

なりましたが、多彩なイベントが実施されております。

なお、初日の１７日には、花火通り商店街を主会場に、４０周年を迎えた「夏まつり

大曲」が開催され、市内外から多くの方々に訪れていただいたほか、同日、市内の各団

体や市からなるプロジェクトチームにより、第５回目となる街なか婚活イベント「ドン

と恋～街バルチックロマンス～」が行われ、１０５人の参加者が交流を深めたところで
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あります。

さらに、「大曲の花火ウィーク」及び「大曲の花火」の開催にあわせ、コミュニティ

ＦＭのイベント放送も実施されたところであります。コミュニティＦＭ事業については、

平成２７年度の開局を目指しているものでありますが、総務省から臨時目的放送の免許

交付を受け、周波数８７．３メガヘルツ、出力２０ワットにて放送を行ったもので、

「大曲の花火」の生中継などにより、大会やまちの賑わいを伝えるとともに、駐車場の

満空情報、高速道路や主要道路の渋滞状況などの交通情報をタイムリーに放送し、観覧

者等へのサービス向上及び渋滞緩和にも力を発揮しております。また、放送期間中は、

大雨の影響を受け、予定の番組を一部変更し被害の状況を発信するなど、災害情報伝達

ツールとしての役割も果たしております。

なお、各地域における夏まつり行事については、７月５日には３３回目となる「協和

七夕花火」、７月２６日には２４回目となる「ふるさとなんがい夏まつり」、８月２日

には４回目となる「太田の夏まつり」、８月１５日には２６回目となる「彩夏せんぼ

く」、８月１６日には市指定無形民俗文化財の「角間川盆踊り」、３０回目を迎えた

「ドンパン祭り」、本年度初めての開催の「南外盆踊り」、翌１７日には３０回目を迎

えた「ふるさと西仙まつり」など、地域色豊かに開催されたほか、９月１４日には３５

回目となる「神岡南外花火大会」の開催が予定されております。

これら一連の夏まつり行事では、市の地域枠予算や「がんばる集落」活性化支援事業

制度を活用しての行事開催や事業実施もあり、今後も、地域活動・地域づくりの取り組

みについて、一層の支援をしてまいりたいと考えております。

次に、花火産業構想の進捗状況についてであります。

花火産業構想につきましては、市、大曲商工会議所、大仙市商工会が、それぞれ内部

でプロジェクトチームを立ち上げ、１０月までに実施可能な事業の検討を行い、この後、

三者によるプロジェクト会議において年度末までに実施計画を作成し、翌年度以降、各

事業を具体的に進めていくこととしております。このため、市としても、できるだけ早

く実施可能な事業の検討を行う必要があることから、８月５日の第４回臨時会において

調査経費の補正予算を承認いただいたものであり、８月下旬から順次、委託業務の発注

を進めております。

市のプロジェクトチームでは、４月以降、各省庁や秋田県、日本煙火協会、日本煙火

芸術協会、足利工業大学等へ花火産業構想に対する支援の要望活動を行っておりますが、
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国内で唯一、花火に関する研究コースのある足利工業大学からは、花火に関する人材育

成と花火の共同研究・開発への協力に前向きな発言もいただいており、今後も協議を継

続することとしております。また、一部の事業については、県の支援策である「秋田県

市町村未来づくり協働プログラム」を活用することとしており、現在、県と市によるプ

ロジェクトチームの設置に向けた協議を進めております。

次に、雪対策に関する総合的な計画の策定についてであります。

昨年度から庁内のプロジェクトチーム及び各種団体代表者等で構成する策定委員会に

より策定作業を進めてまいりました雪対策総合計画については、８月５日に計画案の中

間報告という形で議員各位への説明会を開催させていただきました。その際の意見、ま

た、各地域協議会やパブリックコメントでの意見等を踏まえ、今次定例会中に計画の最

終案について議員各位に説明させていただく予定であります。

なお、計画案の段階ではありますが、今次定例会に、この計画案に基づく雪対策関連

予算の補正をお願いしております。

それでは、各部局の主要事業の進捗状況等について報告いたします。

はじめに、総務部関係についてであります。

職員採用試験については、一般行政事務、保健師及び土木、電気、機械の技術系職員、

一定の社会経験のある職務等経験者、合わせて２０名程度の採用予定に対し１０１人の

受験申し込みがあり、一次試験を７月２７日に、二次試験を８月１５日から１９日まで

実施し、９月２日に合格発表を予定しております。

大曲仙北広域市町村圏組合消防職員の採用試験については、上級・初級合わせて１０

名程度の採用予定に対し、上級消防及び上級職務経験者には２０人の受験申し込みがあ

り、一次試験を７月２７日に、二次試験を本日と明日の２日間実施し、９月１２日に合

格発表を予定しております。

また、初級消防及び初級救命には３１人の受験申し込みがあり、９月２１日に一次試

験を実施する予定としております。

空き家対策については、６月３０日に大曲交流センターにおいて、県内では初となる

「株式会社秋田銀行との『空き家解体ローン』提携に関する覚書」を、仙北市、美郷町

と同時に取り交わしております。これは、秋田銀行が実施する「空き家解体ローン」に

おいて、市が実施する空き家解体費補助金制度の対象者に対しては金利を一般利用者よ

りも優遇するというものであります。なお、空き家解体費補助金につきましては、これ
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までの交付状況等を勘案し、今次定例会に予算の補正をお願いしております。

次に、企画部関係についてであります。

大曲通町地区第一種市街地再開発事業については、現在、旧病院棟の解体工事を実施

中であり、１０月末には完了する予定であります。８月末時点の解体工事の進捗率は

６０％と見込んでおり、着手に約１カ月の遅れが生じたものの、概ね順調に進捗してお

ります。

建築工事については、全国的に深刻化する建設技能者不足の影響を回避するため、

１０月上旬には、既に解体が完了している南街区西側の事務所棟及び駐車場棟建築工事

に先行着手し、解体工事と並行して進める予定であります。残る健康福祉棟及び児童福

祉棟の建築工事には、解体工事完了後の１１月上旬に着手する予定であり、一時期に同

工種の工事が集中することを避け、建設技能者の平準化及び工程の効率化が図られるこ

とにより、円滑な施工がなされるものと考えております。

なお、解体工事施工中でありますが、建築工事着工に先立ち、９月２６日に起工式が

行われる予定となっております。また、南街区に整備される施設の概要及び工程などに

ついて、今次定例会中に議員各位に説明させていただく予定としております。

５月に「Ａｎｂｅｅ（あんべー）大曲」２階にオープンした市民活動交流拠点セン

ターについては、月１回の定期的な結婚応援相談会や消費生活相談会の開催のほか、講

演会や各種展示会など様々なイベントに利用されております。

利用者数も６月の１，９２８人から７月では２，３４６人と増加しており、８月も多

くの方に利用いただいております。

非核平和都市宣言事業については、７月２９日から３１日まで、市内の中学生８人を

非核平和レポーターとして広島に派遣しており、その成果を１０月２３日に大曲市民会

館で開催する「市民平和の集い」で発表していただくこととしております。

また、昨年度に引き続き、市民の平和に対する一層の意識醸成を目的に、「平和」を

テーマにした標語コンクールを実施することとし、明日まで標語の募集を行っておりま

す。

国内交流については、神奈川県座間市との交流が活発に行われ、７月５日・６日の両

日には座間市国内友好都市推進委員会の９名が本市を視察し、また、８月１日から３日

までは座間市ジュニアリーダー等１８人が本市を来訪し、協和わんぱくの森でのキャン

プを通じて、本市の子どもたちと交流を深めております。
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国際交流については、一昨年８月から中断していた韓国唐津市との青少年交流事業が
たんじん

２年ぶりに再開し、８月４日から７日まで唐津市の中学生等１０人を本市で受け入れた

ところであります。また、８月２２日から２５日までは、唐津市のチョ・イヒョン副市

長をはじめ４名が本市を訪問し、綱引きや青少年スポーツ交流などについて協議を行っ

ております。訪問期間中は、「大曲の花火」の鑑賞や「旧池田氏庭園」、ＪＡの「おば

こライスターミナル」なども視察していただいたところであり、今後さらに両市が各分

野において友好協力関係を築き、相互の繁栄と理解を深めてまいりたいと考えておりま

す。

なお、唐津市副市長から私に対し、年内に唐津市へ招待し、新たに選出された唐津市

長と会談していただきたい旨の要請を受けたところであります。

次に、市民部関係についてであります。

夏の節電対策については、昨年に引き続き、本市において独自に１０％削減を目標数

値に掲げ、市民、事業者の皆様と一体となった節電に取り組んでおり、市庁舎及び４市

民会館における６月から７月末までの２カ月間では、最大電力使用量の削減率が目標を

上回る２３％となるなど、成果を上げております。

環境学習の推進については、夏休み期間中に市内全２１小学校の４年生６５４人が、

ごみ・水・エネルギーをテーマにした「子どもエコチャレンジ」により、環境にやさし

いライフスタイルについて学んだほか、市内全１１中学校の生徒と公募の参加者による、

合わせて６４２家族が「環境家族宣言」を行い、地球環境を守るために家庭で楽しく無

理なくできるエコに取り組んでおります。

また、親子環境学習事業として、８月１日に姫神公園で行った「昆虫博士になろう」

には５１人が、８月６日に中仙地域の斉内川で行った「さかな博士になろう」には５０

人が参加しております。

ごみの減量化対策については、地元の廃棄物収集業者と市職員が講師を務める特別学

習を昨年度に続き実施しており、本年度は、大曲、角間川、神岡、西仙北、清水、南外、

太田北の７小学校の４年生、計２９０人が参加し、ごみの減量化や再資源化、ごみ出し

マナーについて学んでおります。

第７回大仙市安全・安心まちづくり推進大会については、７月３０日に大曲市民会館

を会場に開催し、市民、関係団体など約４８０人の参加のもと、交通事故防止や防犯啓

発活動について尽力された６個人２団体の表彰を行ったほか、読売新聞特別編集委員の
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橋本五郎氏から「真の教育には何が必要か」と題して基調講演を行っていただいており

ます。

市内各学校の通学路グリーンベルト設置事業については、本年度予定していた大曲、

花館、東大曲の３小学校については７月３１日までに設置が完了し、さらに要望のあっ

た中から対応が可能な大川西根、四ツ屋、清水、協和、南外、太田南の６小学校及び大

曲中学校の一部については、９月下旬までに完了の予定となっております。

大曲仙北広域市町村圏組合による新火葬場の建設については、６月から基礎工事に着

手しており、今後は、１１月頃までに躯体のコンクリート工事を行い、その後、火葬炉

設備が据え付けられる予定となっており、来年３月２０日までの工期内に完了するよう

進めてまいります。

次に、健康福祉部関係についてであります。

７月１日から申請の受け付けを開始した臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付

金については、８月２０日現在、臨時福祉給付金８，９７１件の申請に対して

８，１９２件、１億６，９６０万円の給付、子育て世帯臨時特例給付金３，９８５件の

申請に対し２，７２２件、４，３６６万円の給付を完了しております。

なお、申請期間は１０月１日までとなっており、引き続き広報等を活用し、申請を促

すべく周知に努めてまいります。

社会福祉法人大仙ふくし会が市の財政支援を受けて実施している「特別養護老人ホー

ム峰山荘移転改築工事」については、基礎工事を終え、現在は、躯体工事に取りかかっ

ており、８月２０日時点での進捗率は３３％と伺っております。

なお、８月５日の議員全員協議会において説明いたしました工事請負契約のスライド

条項適用による事業費増額分に対する同法人への補助金については、今次定例会に予算

の補正をお願いしております。

大仙市戦没者追悼式については、７月２５日に大曲市民会館において戦没者の遺族を

はじめ２５７人の参列のもと挙行いたしました。終戦から６９年が経過し、戦争の悲惨

さを知る方々が年々減少していく中、本年度も戦没者の妻の方１名が参列されました。

また、本年度は、一般財団法人秋田県遺族連合会主催の大仙市・仙北市・仙北郡地方

大会が本市を当番市として同日開催されており、こちらには３０３人の参加をいただき、

「世界の恒久平和と戦争の悲惨さを戦後世代に語り継ぐこと」など７項目の決議と大会

宣言を採択しております。
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敬老会については、９月２日の大曲地域大川西根地区、四ツ屋地区及び西仙北地域大

沢郷・強首地区を皮切りに１５会場にて、９月１９日までの日程で開催することとして

おります。

予防接種事業については、予防接種法の一部改正に伴い、１０月１日から水痘及び高

齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種を追加実施してまいります。

このうち、水痘の予防接種については、１歳から２歳は２回の接種、また、本年度限

りの措置として３歳から４歳については１回の接種とし、予防接種費用は全額を助成す

るものであります。

また、高齢者の肺炎球菌の予防接種については、本年度から平成３０年度までは、各

当該年度に６５歳から５歳刻みで１００歳までの年齢に到達する方を対象とし、平成

３１年度からは６５歳の方を対象として実施いたします。

なお、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障がい、またはヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能に障がいを有する方については、６０歳以上６５歳未満の方も対象としており、

本年度に限っては１０１歳以上の方も対象としております。この予防接種については、

１回の接種とし、費用は３千円を助成することとしております。

水痘及び肺炎球菌ワクチンは、接種することにより免疫効果を高め、感染症予防や疾

病の重症化防止が期待できることから、大曲仙北医師会との連携を密にし、市広報やポ

スター掲示、個別通知等により接種率の向上に努めてまいります。

認可保育所における乳幼児の入所状況については、年度途中の入所を容易にするため、

本年度から「乳幼児保育推進事業」を導入し、新たに１２人の保育士を配置して対応に

あたった結果、４月２日以降における０歳及び１歳児の途中入所数は８月１日現在４３

人で、前年同期に比べ２４人多い入所となっており、一定の成果が得られたものと思っ

ております。

平成２７年度から施行される「子ども・子育て支援新制度」については、幼稚園、保

育所、放課後児童クラブなどの設備や運営に関する基準を市町村が条例で定めることと

されていることから、今次定例会に関係する条例案を上程しております。

次に、農林商工部関係についてであります。

稲作については、田植え作業以降の天候にも恵まれ、出穂期は平年並みの８月２日と

なっており、概ね良好な生育状況となっております。

大豆栽培モデル対策事業については、７月２４日、大豆生産農家や農業・食品産業技
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術総合研究機構東北研究センターなど関係機関とともに、大曲、西仙北、太田の各地域

の実証圃の現地視察を行ったところであり、各圃場とも順調な生育を確認しております。

担い手への農地の利用集積や集約を図る農地中間管理事業については、市では、７月

１日から１カ月間、農地の受け手である借受希望者の募集を行ったところ、県内市町村

では最多となる３９９人から応募がありました。農地の出し手である貸付希望者につい

ては随時受け付けており、今後、出し手・受け手の条件交渉等を行いながら、農用地利

用集積計画や配分計画案を作成し、１１月下旬には、県から、この事業による初めての

決定公告がなされる見通しとなっております。

なお、受け手の募集は１１月にも行う予定であり、出し手の掘り起こしとあわせて、

事業の推進を図ってまいります。

東部及び西部新規就農者研修施設については、１４人の研修生が、野菜・花きの中か

ら自ら取り組むべき作目を選択し、春から研修に励んでおり、また、本年度整備を予定

していた堆肥盤やパイプハウスなども順次発注し、施設の充実を図っております。

なお、西部研修施設においては、昨年度に引き続き、６月２６日に「野菜栽培なんで

も相談会」を開催したほか、９月１１日には東部及び西部研修施設の一般公開を予定し

ております。

園芸メガ団地整備事業については、試験栽培用のパイプハウス６棟が６月３０日に完

成し、「農事組合法人下黒土アグリ」が主体となりトマトの試験栽培に取り組んでおり、
しもくろつち

８月１９日に初出荷したところであります。

「２０１４．あきた水と緑の森林祭」については、県民参加の森づくり活動を推進す

るイベントとして、７月１２日に中仙地域の八乙女公園を会場に開催されております。

当日は８００人を超える来場者があり、代表者による桜の記念植樹や参加者による桜へ

の追肥作業などが行われ、あわせて大仙市誕生１０周年を記念しケヤキの植樹を行って

おります。

また、式典では、これまでの活動が評価され、「八乙女山を守る会」及び「花館地区

コミュニティ会議」が、「秋田県水と緑貢献賞」を受賞しております。

１０月から３カ月間開催されるアフターデスティネーションキャンペーンについては、

１０月４日、ＪＲ大曲駅において、大曲駅、市、市観光物産協会共催のオープニングイ

ベント「大曲エキまつり」を開催するほか、同４日と５日には、仙北市、美郷町及び仙

北地域振興局と連携し、秋田駅東西連絡自由通路「ぽぽろーど」での地元特産品や加工
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品、観光のＰＲを行うイベント「秋田がんばろう市」への参加を予定しております。

また、１０月１８・１９日の両日は、本市特産品の販売や観光ＰＲ等を図ることを目

的に、昨年に引き続き、東京のＪＲ有楽町駅前において「大仙市ふるさと物産フェア」

を市観光物産協会が主体となり実施することとしており、市が支援し、商工団体や首都

圏ふるさと会などのご協力をいただきながら、現在準備を進めております。

温湯低下や湯量不足に伴い、電磁探査、放射能探査等を実施した奥羽山荘の源泉開発

については、探査で得られたデータと真昼川層の地層データや中里温泉、美郷町の千畑

温泉、六郷温泉などの近傍の温泉のデータから、奥羽山荘敷地の地下深度９００ｍ付近

に温泉貯留層が分布するとの予想がなされております。この結果から、奥羽山荘東側駐

車場の一角を源泉掘削場所としたところであり、７月２９日付けで県から温泉掘削が許

可されたことから、今次定例会に源泉掘削及び揚湯設備工事にかかわる予算の補正をお

願いしております。

商業振興については、安心できる商業環境の構築のため、生鮮食料品や生活必需品の

買い物に苦慮している南外地域の一部地区において、６月１２日から週２回、移動販売

車の巡回サービスを試験的に実施してまいりましたが、一定の成果が得られたことから、

１０月から本格的に運行委託事業を行うこととし、今次定例会に委託経費にかかわる予

算の補正をお願いしております。

雇用対策については、来春就職する高校生等の就職に対する理解を深めるため、県南

３つの雇用開発協会の共催により７月２２日から８月４日までの１４日間、県南地区職

場研修事業が実施され、大曲仙北管内においては、市内の４２事業所にご協力をいただ

き、延べ１６５人が参加しております。

また、来春卒業する高校生の採用枠の拡大と早期の求人票提出を要請するため、６月

１３日に仙北地域振興局、ハローワーク大曲、仙北市、美郷町及び大仙市で構成される

仙北地域雇用促進連絡会議において、管内の高等学校長とともに市内経済団体に対し要

請活動を行っております。

なお、平成２７年３月新規高卒者への７月末日現在の求人状況は、ハローワーク大曲

管内で求人事業所数１１６社、求人数３５３人と、前年同時期と比べ求人数が９２．９

％増加しており、要請活動の成果があったものと考えております。

若年者の就職支援については、明日から市独自の「若者就職応援講座」を開講し、早

期の雇用に結びつけていくようハローワークと連携した取り組みを進めてまいります。
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企業対策については、企業誘致やきめ細かな対応のため、首都圏及び市内の企業を訪

問しているほか、市内企業の取り引き拡大のため、企業代表とともに首都圏の主要取り

引き先に対する企業訪問を行っております。

また、企業のイメージアップを図るとともに、市民の大切な雇用の場である地元の企

業・事業所をより広く知っていただくため、市広報に市内企業の紹介欄を新たに設け、

９月から掲載する予定としております。

本年新規操業の２社の状況については、大曲地域の「エスアイアイ・プリンテック株

式会社秋田製造分室」は、セイコーインスツル株式会社秋田事業所の空きスペースに製

造ラインを新規に設置して２月から仮稼働しており、産業用のインクジェットプリンタ

用ヘッドを製造しております。雇用については、７月末現在で正社員１４人、契約社員

５５人となっており、９月からは千葉県松戸市の本社にある設備を移設し、本格稼働す

る予定と伺っております。

中仙地域の東長野工業団地を取得した「株式会社大仙物流」は、東長野低温倉庫を６

月に完成させ、正社員１７人により政府備蓄米や一般米の保管・出荷業務をスタートさ

せております。低温倉庫の保管容量は１万２，０００ｔで、６月完成時は９，５００ｔ

を保管し、その後随時出荷していると伺っております。

次に、建設部関係についてであります。

都市計画道路中通線の整備については、区画整理事業及び街路事業分とも８月７日に

工事契約を締結しており、年度内の暫定供用を目指し、工事を進めてまいります。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業については、黒瀬踏切前後の区画道路が８月１０

日に歩行者及び自転車専用踏切として供用を開始しており、残る区画道路の新設工事に

ついても、１区画道路を残し発注済みであります。

なお、下水道工事については、区画道路新設工事との関連もあり、道路工事の進捗状

況を見ながら発注したいと考えております。

建物移転については、昨年度から繰り越しを含め本年度補償契約を予定している１１

戸のうち９戸の権利者と契約済みであります。残る権利者とも現在交渉を進めていると

ころであります。

なお、建物移転については、本年度で全て完了の予定であります。

大曲駅から大曲厚生医療センター前を区間とする大曲駅前通り線の歩道無散水融雪事

業については、市街地再開発組合が施工する区間を除いて進捗率は９０％に達しており、
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９月中には完了の予定となっております。

道路整備事業については、社会資本整備総合交付金事業により本年度から着手してい

る市役所前通線の歩道整備について、無散水融雪設備工事を発注済みであり、舗装工事

についても間もなく発注の予定であります。また、同じく本年度から事業着手している

南外４号及び１９号線の路肩改修事業については、２カ所とも発注済みであります。

舗装道路の計画的、効率的な維持管理を目的に本年度から実施している路面修繕事業

については、５カ所のうち３カ所を発注済みであります。

市単独事業である各地域２５カ所の道路工事については、３カ所が完了し、７カ所は

発注済みであり、残りの工事についても早期発注に努めております。

第２回定例会において予算の補正を承認いただいた道路台帳の統合事業については、

台帳の統合及び電子化と将来的な統合型の地理情報システム、いわゆるＧＩＳの構築を

視野に、公募型プロポーザルによる委託業者の選定手続きを終え業者を特定しており、

現在、契約交渉に入っております。

住宅リフォーム支援事業については、８月２０日現在、申請件数は２８１件、補助金

額で４，７００万円、対象工事費は７億２，４３１万円となり、昨年度と同程度の事業

実施状況となっております。このうち、本年度から新たに補助メニューに加えた克雪対

策については、申請件数５５件、補助金８３４万円、対象工事費が８，９３６万円と

なっております。

なお、木造住宅耐震改修等補助事業については、耐震診断の申し込みが８月２０日現

在で１件にとどまっており、今後、さらにＰＲ活動に努めてまいります。

市有建築物の耐震化については、昨年度実施設計を完了した協和庁舎、仙北庁舎、上

大町市営住宅について６月に工事契約を締結し、年内に完了の予定となっており、また、

太田体育館についても９月に契約締結し、１１月中旬に完了の予定であります。

次に、国・県関係事業についてであります。

雄物川中流部の直轄河川改修事業については、国土交通省湯沢河川国道事務所におい

て、本市分として繰越事業費を含めて３０億３００万円の予算を確保していただき、協

和地域峰吉川の中村芦沢地区、西仙北地域の強首地区、寺館大巻地区及び南外地域の西
あしざわ

板戸地区において、樋門新設及び築堤等の改修工事を実施していただいております。

なお、県南の５市町村長と議会議長で構成し、私が会長を務める雄物川上中流改修整

備促進期成同盟会では、雄物川上中流部整備の一層の推進を求め、７月７日・８日に国
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土交通省や財務省に対し要望活動を行ってまいりました。

国道４６号線については、協和地域荒川地区の線形改良事業が昨年度から行われてお

り、今後も早期完成に向けた事業の推進をお願いしてまいります。

県事業の福部内川改修については、排水樋管の詳細設計及び地域住民から拡幅要望の

出されておりました市道変電所松の木線「中良野橋」の橋梁予備設計を発注済みと伺っ
なか ら の

ております。

県管理の道路事業については、主要地方道神岡南外東由利線の湯ノ又地区のミニバイ

パスが６月３０日に開通したほか、一般県道水沢西仙北線の殿屋敷橋の上部工を発注済

みと伺っております。また、平成１６年度から秋田県が整備を進めてまいりました「大

曲花火大橋」が昨年度完成したことから、旧橋となった大曲橋の解体工事が９月から３

年間にわたり行われる予定と伺っております。

次に、上下水道部関係についてであります。

上水道事業については、大曲住吉町地内ほか２件の配水管改良工事は７月上旬までに

完了しており、また、大曲金谷町地内の配水管改良工事は発注を終えており、１０月下

旬の完了を予定しております。

消火栓移設工事については、大曲住吉町地内のほか１件の工事を７月上旬に完了して

おり、ほか２件については発注の準備を進めているところであります。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業に伴う配水管移設工事については、本年度予定し

ている工事４件のうち１件については６月下旬に完了しており、残り３件についても発

注の準備を進めております。また、配水管布設工事については発注を終えており、１２

月下旬の完了を予定しております。

簡易水道事業については、心像小杉山地区導水管移設工事が８月上旬に完了し、協和
こころやりこすぎやま

中央地区浄水施設整備工事及び大沢郷地区区域拡張事業配水管布設工事についても８月

下旬までに発注を終えております。また、仙北中央地区については、水源予備調査業務

が８月下旬に完了し、水源詳細調査業務の委託を９月中旬に発注する予定であり、また、

淀川地区の実施設計業務については、準備が整い次第発注の予定であります。

公共下水道事業については、大曲、神岡、南外地域において、管渠工事１０件を発注

しております。

また、農業集落排水施設を含めた下水道処理施設の長寿命化対策については、基礎調

査業務、計画策定業務等３件を発注しております。
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次に、教育委員会関係についてであります。

学校施設の整備については、小・中学校全３２校の体育館などにおける天井等の非構

造部材の落下防止にかかわる点検・調査が終了しており、今後は、調査結果を基に、早

期に対策工事に取り組んでまいります。

なお、今次定例会に大曲、西仙北の２小学校の工事及び１１小・中学校の実施設計経

費に係る予算の補正をお願いしております。

西部学校給食センターの建設については、昨年１１月から建築工事等を実施しており

ますが、８月末時点の進捗率は７４％を見込んでおり、計画どおりの進捗であります。

なお、同センターの建築工事においても工事請負契約のスライド条項を適用すること

に伴い、今次定例会に予算の補正をお願いしております。

実施２年目となる「だいせん防災教育『生き抜く力育成』事業」については、東日本

大震災の被災地との交流活動及び地域との連携による避難所開設訓練に重点を置き、取

り組んでおります。

被災地との交流活動については、６月４日の大曲中学校を皮切りに、中仙、清水、豊

岡、南外、太田東、太田南、太田北の各小学校及び中仙、南外、太田の各中学校が、そ

れぞれの交流先の学校や仮設住宅を訪問し、児童生徒や住民の方々との親睦を深めてお

り、今後、大曲小学校や平和中学校においても同様の事業が予定されております。

また、地域との連携による避難所開設訓練については、自主防災組織等との連携や

「中学生サミット」の参加により、９月４日、大曲西中学校を会場に実施の予定であり

ます。

なお、「中学生サミット」は、８月２１日に大曲中学校を会場に開催され、市ＰＴＡ

連合会会員が見守る中で、小学生の参加も得て、子どもたちによる「大仙未来プロジェ

クト」として、自分たちでできる地域づくりの取り組みが話し合われております。

新規事業である「情報モラルいじめ対策事業」については、携帯電話や通信機能付き

ゲーム機等の急激な進歩と普及に伴い、犯罪に巻き込まれることや子ども同士のいじめ

の原因となることなどの防止を目的に、情報モラル教育の専門家を全小・中学校に派遣

し講演会を開催するものであり、これまで１３校で実施しております。

実施４年目となる「コロンブスの卵わくわくサイエンス事業」については、教員の指

導力向上のための研修のほか、８月５日・６日には、中学生１８人を幕張メッセで行わ

れている宇宙博のほかに、選択コースとして千葉大学医学部や産業技術研究所等に派遣
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しております。

４月に実施された全国学力・学習状況調査については、８月２５日に結果が発表され、

秋田県は、小・中学校ともに各教科において、７回連続で全国トップクラスの結果と

なっております。この中でも本市の児童生徒は、県の平均正答率を上回るなど、教科及

び生活習慣や学習環境に関する調査結果においても、本年度も良好な状況となっており

ます。これは、本市の児童生徒や教員の真摯な取り組みはもちろんのこと、各家庭や地

域の連携協力による安定した生活・学習習慣の確立等の成果と考えており、今後も教育

環境整備の支援に努めてまいりたいと思っております。

教職員の研修については、市内の全教職員が一堂に会する第１６回大仙市教職員研究

集会が８月８日に大曲市民会館で開催され、「グローバル化に対応した外国語教育の充

実～小・中・高・大の学びのつながりを通して～」というテーマでパネルディスカッ

ションが行われております。

各小・中学校の部活動については、全県中学校総合体育大会で優勝し、東北大会で３

位となった大曲中学校サッカー部が初めての全国大会出場を果たし、８月１８日から

２２日まで高知県で行われた全国大会でも健闘しております。また、同校では、水泳男

子背泳ぎ及び卓球女子個人戦でも全国大会出場を果たしたほか、音楽関係では、同校吹

奏楽部、同じく合唱部、協和小学校ブラスバンド部及び協和中学校吹奏楽部が、それぞ

れ東北大会への出場権を得ております。

なお、スポーツ少年団活動においても、卓球、剣道、ソフトテニス、空手、バドミン

トン、柔道、陸上の各スポーツ少年団が全国大会出場を果たすなど活躍しております。

生涯学習の推進については、７月２０日に、市内外から７２人の参加を得て第９回大

仙市民交流将棋大会を開催しております。なお、前日の１９日には、内小友小学校児童

クラブの１５人を対象に「どうぶつしょうぎ」を中心とした講習会を開催し、プロ棋士

の指導を受けたところであります。

この秋開催される第２９回国民文化祭については、文化祭周知のためのプレイベント

として、６月７日には「華と呈茶の祭典」、６月１４日には「木村伊兵衛の足跡をたど

る撮影会」、７月５日・６日には「こどもカメラマン教室」、７月２１日には第１０回

大仙市民交流囲碁大会を開催しております。

なお、８月２３日には「大曲の花火ウィーク」特設会場において、県内の高校では初

めて「書道パフォーマンス甲子園」に出場した大曲高校書道部にご協力をいただき、
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ＰＲ活動を実施しております。

また、本市独自の国民文化祭市民支援事業として１２事業が決定しており、９８０人

が鑑賞した７月１３日の「蔦バレエ研究所発表会」を皮切りに、今後、順次開催される

予定となっております。

成人式については、８月１５日に大曲市民会館において行われ、６７９人の出席のも

と、新成人の門出を祝福いたしております。式典終了後の記念アトラクションでは、本

市出身のシンガーソングライターとして活躍している毛利大介さんとＹＵＫＡさんから、
ゆ か

新成人への激励を込めた歌の数々を披露していただいたところであります。

地域の総合的な文化の拠点である公民館等の生涯学習施設の整備については、当初予

算に施設改築にかかわる調査費を計上している西仙北中央公民館について、地域の皆様

の意見を伺いながら、基本構想の策定に向けた検討を始めております。

文化財保護については、６月１６日から来年３月まで南外民俗資料交流館において、

国登録有形民俗文化財「秋田南外の仕事着」の企画展を開催しており、多くの来館者に

近代の庶民の生活文化を通して、ふるさとの理解と郷愁を感じさせるものとなっており

ます。

また、秋田県唯一の国宝である水神社の線刻千手観音等鏡像の一般公開が８月１７
すいじんじや せんこくせんじゆかんのんとうきようぞう

日の神社の例大祭にあわせて行われ、県内外から多くの方々が訪れております。

国民文化祭での公開を目指している旧池田氏庭園及び払田柵跡の整備事業については、

庭園内の米蔵修復や受付棟整備、柵跡の材木塀建て替えなどの工事が順調に進捗してお

ります。

また、画聖と呼ばれ、その画業が高く評価されている鈴木空如については、法隆寺金

堂壁画模写を展示する「法隆寺－祈りとかたち」展が仙台市、東京都、新潟県長岡市で

開催されたほか、ＮＨＫのテレビ番組「日曜美術館」で紹介されたことなどによる反響

も大きいことから、国民文化祭期間での企画展に向け準備を進めているところでありま

す。

スポーツ振興については、７月１２日・１３日の両日、大仙市長旗争奪サッカース

ポーツ少年団大会第１０回記念大会が開催され、本市の６チームと岩手県からの５チー

ムを含む、県内外からの過去最多の５６チーム、約９００人が参加し、熱戦が繰り広げ

られております。

第２３回となる全県５５０歳野球大会については、選抜２４チームの参加のもと、南
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外山村運動広場を主会場に７月２６日から３日間開催されたほか、本年で３６回目とな

る恒例の全県５００歳野球大会は、これまでの最多となる１８１チームの参加により、

９月２０日から５日間の日程で開催の準備に入っております。

スポーツ等の合宿誘致については、７月２８日から首都圏を中心に、野球で８大学、

４高校の計５９４人と、２年ぶりとなる早稲田大学応援部の１７１人、合わせて延べ

５，２５５人が市内の施設を利用し、夏季合宿を実施しております。

大学野球部については、合宿期間中に県内及び近隣の大学並びに市内高校との交流戦

を行い、また、早稲田大学応援部については、８月９日に行われた全県５００歳野球大

会抽選会に先立ち、参加チームにエールを送るパフォーマンスを披露し、８月１３日に

は協和体育館において成果発表・総合練習を一般公開するなど、それぞれ多くの市民か

ら観戦や見学をしていただいたところであり、地域の賑わい創出につながったものと

思っております。

最後に、財政状況について報告いたします。

平成２５年度の決算については、実質収支は普通会計ベースで８億４，６２４万円の

黒字となっております。また、財政調整基金からの取り崩しを行わず２億５，０４２万

円の積み立てを実施したことに加え、１億９３７万円の市債繰上償還を実施したことか

ら、実質単年度収支も５億６，４４７万円の黒字となり、５年連続の黒字決算となって

おります。

なお、企業会計となる「市立大曲病院事業会計」及び「上水道事業会計」の決算につ

いては、収益的収支において両会計とも黒字となっております。

次に、財政指標については、財政構造の弾力性を示す経常収支比率については

８８．０％となり、前年度と比較して１．８ポイント改善しております。これは、歳入

において、地方譲与税等が減額となったものの市税の増収により経常一般財源が増額と

なったこと、また、歳出において、市債発行額の抑制による元利償還金の減少や人件費

の減少などにより経常経費が縮減されたことが主な要因であります。

財政健全化法に基づく公表が義務付けられている健全化判断比率のうち、実質赤字比

率及び連結実質赤字比率については、平成２５年度において全ての会計が黒字またはゼ

ロ決算であるため、該当しないものとなっております。

実質公債費比率については、過去３カ年の平均値で算出しており、１７．６％と前年

度から０．８ポイント改善されております。また、単年度の比率については、前年度か
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ら１．３ポイント改善され、１６．４％となっております。

なお、実質公債費比率は、平成２０年度決算において地方財政法で定められた基準値

の１８％を超えたため、公債費負担適正化計画を策定し、公債費の縮減に努めた結果、

１年前倒しで計画を達成したものであります。

将来負担比率については、１５０．３％と前年度から１１．０ポイント改善されてお

ります。これは、市債残高の減少や財政調整基金の増加などによるものでありますが、

依然として高い水準で推移していることから、引き続き市債発行額の抑制や職員数の適

正管理に努めるなど、一層の改善に取り組んでまいります。

公営企業会計にかかわる資金不足比率については、資金不足を生じた公営企業がない

ため、該当しないものとなっております。

市の財政運営については、財源を地方交付税等に依存している状態であり、普通交付

税については、本年度で合併特例期間が終了し、平成２７年度からは減額されるなど厳

しい見通しとなっておりますが、自主財源の確保や事業の取捨選択、経常経費の縮減等

を進めながら、持続可能な行財政基盤の構築に努め、一層の市民サービス向上を図って

まいりたいと考えております。

以上、主要事業の進捗状況並びに諸般の状況を報告いたしましたが、今後とも市民並

びに議員各位のご理解とご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、市政の報告と

させていただきます。

【栗林市長 降壇】

○議長（橋村 誠） この際、暫時休憩いたします。再開時刻は、１１時２５分といたし

ます。

午前１１時１４分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時２５分 再 開

○議長（橋村 誠） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第５、議案第８９号から日程第７、議案第９１号までの

３件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。栗林市長。
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【栗林市長 登壇】

○市長（栗林次美） 議案第８９号から議案第９１号までの人権擁護委員の候補者の推薦

につき意見を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。

本３案は、当市人権擁護委員のうち、高島 亮 弘氏、佐藤 良 幸氏並びに菊地 進 氏の
りようこう りようこう すすむ

任期が来る１２月３１日をもって満了しますが、その後任候補者の推薦について、秋田

地方法務局から依頼がありましたので、高島亮弘氏並びに佐藤良幸氏につきましては再

推薦し、菊地進氏の後任として進藤重幸氏を新たに推薦いたしたく、人権擁護委員法第
しげゆき

６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願いを

申し上げます。

【栗林市長 降壇】

○議長（橋村 誠） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本３件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委員

会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本３件については、委員会の付託を

省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） 討論なしと認めます。

これより議案第８９号より議案第９１号までの３件を一括して採決いたします。本３

件は、同意と決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって本３件は、同意することに決しまし

た。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第８、議案第９２号から日程第１３、議案第９７号まで

及び日程第１６、議案第１００号から日程第１９、議案第１０３号までの１０件を一括
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して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。佐藤総務部長。

【佐藤総務部長 登壇】

○総務部長（佐藤芳彦） それでは、はじめに条例案からご説明いたします。

資料Ｎｏ．１の議案書をご覧願います。

４ページと５ページになります。

議案第９２号、大仙市民体育館条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説

明いたします。

本案は、協和地域の旧船岡小学校の体育館であります船岡体育館につきまして、秋田

市に本社を置く企業から、体育館をプラスチックペレットの製造事業に利用したいとの

申し入れがありましたので、今般、雇用の確保、地域活性化を図ることを目的としまし

て、同施設を普通財産に用途変更した上で企業に貸し付けることとし、船岡体育館を廃

止するもので、平成２６年１０月１日に施行するものであります。

次に、６ページと７ページをお願いします。

議案第９３号、大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明

いたします。

本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律の一部が改正され、同法の題名も改められたことに伴いまして、市営住宅の入居者要

件において同法を引用しております本条例において、所要の文言整理を行うものであり

ます。同法が施行されます平成２６年１０月１日から施行するものであります。

次に、８ページから５７ページの関係になります。

議案第９４号から議案第９６号までにつきましては、関連がありますので、これら３

つの条例を一括してご説明させていただきます。

国におきましては、子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律及びこれら２法律の施行に伴う

関係法律整備法の３法律、いわゆる「子ども・子育て関連３法」が平成２４年８月に成

立し、消費税の増税分を財源とした社会保障制度改革の一環として、新たな子ども・子

育て支援制度が創設されました。

新制度におきましては、条例において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営基準並びに家庭的保育事業等及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営基準を
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定めることとされたため、これらを条例規定するものであります。

議案第９４号の大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例につきましては、幼稚園、保育所及び認定こども園並びに特定地域型保

育事業の運営基準を定めるものであります。

３１ページからになりますが、同じく議案第９５号の大仙市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例につきましては、家庭的保育事業、小規模保育事業、

居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の設備及び運営基準を定めるものであります。

５１ページからになりますが、議案第９６号の大仙市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例につきましては、小学生を対象とした放課後児童ク

ラブの設備及び運営基準を定めるものであります。

これらの条例は、所要の経過措置を設け、子ども・子育て関連３法の施行の日から施

行するものであります。

次に、５８ページと５９ページをお願いいたします。

議案第９７号、大仙市仙北民俗資料館設置条例を廃止する条例の制定につきまして、

ご説明いたします。

本案は、仙北地域の旧池田氏払田分家庭園に隣接して設置しております仙北民俗資料

館につきまして、平成２４年度に大仙市総合民俗資料交流館を設置し、市内７カ所の民

俗資料館の資料を集約した際に主な資料を移管していることや、施設の経年劣化に伴い、

廃止するものであります。平成２６年１０月１日に施行するものであります。

６２ページをお願いいたします。

議案第１００号、平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更につき

まして、ご説明いたします。

本案は、スキー事業特別会計に一般会計から事業資金を繰り入れる額の上限額を

７，８８５万５千円以内から８，２４９万５千円以内に改めるもので、地方財政法の規

定によりまして、議会の議決をお願いするものであります。

次に、補正予算の関係であります。

資料Ｎｏ．２になります。大仙市補正予算〔９月補正〕をご覧願います。

１ページをお願いいたします。

議案第１０１号、平成２６年度大仙市一般会計補正予算（第５号）につきまして、ご

説明申し上げます。
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今回の補正予算は、今冬の除排雪経費や小・中学校の天井等落下防止対策事業費など

につきまして補正をお願いするものであります。

歳入歳出予算の総額に、それぞれ１３億４０８万１千円を追加し、補正後の予算総額

を４８９億１６６万８千円とするものであります。

また、継続費につきましては、奥羽山荘の源泉開発事業費の設定につきましてお願い

するものであります。

９ページからになります。

歳入の関係でございます。

１０款地方交付税は、普通交付税及び特別交付税として６億６，０６７万８千円の補

正、１４款国庫支出金は、がんばる地域交付金、社会資本整備総合交付金などとして２

億７，６５８万円の補正、１５款県支出金は、農業夢プラン事業費補助金、１０ページ

になりますが、県道除雪費委託金として１，６６２万６千円の補正であります。

１７款寄附金は、民生費寄附金として３万２千円の補正、１９款繰越金は、前年度繰

越金として１億３，２５５万１千円の補正、２０款諸収入は、市町村振興助成金及び物

件移転補償金などとして３，７４９万３千円の補正、２１款市債は、峰山荘整備事業債、

学校施設天井等落下防止対策事業債及び臨時財政対策債などとして、合わせて１億

８，０１２万１千円の補正であります。

１２ページをお願いいたします。

歳出の関係であります。

２款総務費は、２，０８３万円の補正であります。

主な内容といたしまして、社会保障・税番号制度システム整備費は、国が進めており

ますマイナンバー制度に対応するためのシステムの改修経費であります。２，０２２万

９千円の補正であります。

次に、３款民生費は、６，７１１万７千円の補正であります。

主な内容といたしましては、高齢者等除雪サービス事業費は、道路除雪後の高齢者世

帯等の間口除雪にかかわる経費として１，９４６万９千円の補正、峰山荘移転改築事業

費補助金は、先の議員全員協議会の際にもご説明いたしましたスライド条項の適用及び

地盤改良追加工事による事業費の増加に伴う社会福祉法人大仙ふくし会に対する補助金

であります。４，５０５万６千円の補正であります。

１４ページをお願いいたします。
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６款農林水産業費は、農業夢プラン事業費として７７０万３千円の補正であります。

内容は、園芸作物の冬期間の生産及び果樹産地化の環境整備にかかわる県の支援メ

ニューが追加になったことなどに伴う補助金の補正であります。

次に、７款商工費は、７，８０２万８千円の補正であります。

主な内容といたしまして、買い物空白域解消対策事業費は、生鮮食料品や生活必需品

の買い物に不便が生じている南外地域の一部地区において、地元商店へ移動販売を委託

するための経費として７３万９千円の補正、奥羽山荘源泉開発事業費は、湯温の低下や

湯量の不足の問題が生じておりました奥羽山荘の源泉につきまして、電磁探査等により

掘削箇所が定まったことから、２カ年の継続事業とし源泉掘削を実施するための経費と

して７，１５９万７千円の補正であります。

１６ページをお願いいたします。

８款土木費は、９億９，７１４万６千円の補正であります。

主な内容といたしまして、除雪対策費は、今冬の除排雪にかかわる経費としまして９

億１，４２５万５千円の補正であります。道路改良事業費は、市直営の消雪道路の改良

工事など、３地域６路線の工事費などとして３，６７３万９千円の補正であります。

次に、９款消防費は、３，６８４万６千円の補正であります。

主な内容といたしまして、消防団管理運営費は、全消防団員の活動服の更新にかかわ

る経費といたしまして１，３１７万円の補正であります。当初の計画では、今年度と来

年度の２カ年で更新を行う計画でありましたが、団員の皆様から今年度において全団員

分の活動服更新の要望があったことを踏まえまして、来年度購入予定分も合わせて一括

購入するものであります。

空き家・高齢者世帯等除排雪事業費は、冬期間における安全確保のため、空き家や高

齢者世帯の実態調査及び緊急時における除排雪にかかわる経費などとして５１１万７千

円の補正であります。

１８ページをお願いいたします。

１０款教育費は、９，５０１万円の補正であります。

主な内容といたしまして、学校施設天井等落下防止対策事業費は、天井及び照明器具

等の落下防止対策にかかわる経費であります。小学校費は、東大曲小学校ほか６校の実

施設計、また、大曲小学校と西仙北小学校の工事にかかわる経費などとして４，９６３

万６千円の補正、中学校費は、大曲中学校ほか３校の実施設計等にかかわる経費として



- 29 -

３９４万８千円の補正であります。

文化財保護施設管理費は、議案第９７号のところでご説明いたしましたが、仙北民俗

資料館及び隣接する収蔵庫にかかわる解体経費として１，２２１万円の補正、小中学生

ウインタースポーツ推進事業費は、市内の小・中学生の冬期間における体力向上や地元

スキー場の活性化などを目的に、無料リフトを利用できる共通シーズン券の発行にかか

わる経費といたしまして１，２２４万６千円の補正であります。

次に、１１款災害復旧費は、農地等災害復旧事業費補助金として１４０万１千円の補

正であります。

内容は、７月上旬の豪雨に伴う３地域１２カ所の被災農地や農業施設の復旧にかかわ

る補助金の補正であります。

一般会計は以上であります。

続いて、特別会計になります。

２３ページをお願いいたします。

議案第１０２号、平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、現在建設中の西部学校給食センターの整備費について補正をお願いするも

のであり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２，３１７万７千円を追加し、補正後の予算

総額を２０億８，９３４万１千円とするものであります。

また、継続費につきまして、西部学校給食センター整備事業費について、事業費の増

額に伴い、変更をお願いするものであります。

３０ページをお願いいたします。

歳入でありますが、３款繰入金は、一般会計繰入金として１１７万７千円の補正、６

款市債は、学校給食センター整備事業債として２，２００万円の補正であります。

次に、歳出であります。

１款給食事業費は、西部学校給食センター整備事業費として２，３１７万７千円の補

正であります。

先の議員全員協議会でご説明いたしましたスライド条項の適用による工事費の増額分

について補正をお願いするものであります。

３５ページをお願いいたします。

議案第１０３号、平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、大台スキー場の施設の修繕等にかかわる経費について補正をお願いするも
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のであります。

歳入歳出の予算の総額に３６４万円を追加し、補正後の予算総額を８，２５５万１千

円とするものであります。

４０ページになります。

歳入では、２款繰入金は、一般会計繰入金として３６４万円の補正であります。

歳出では、１款事業費は、スキー場運営費として３６４万円の補正であります。

内容は、大台スキー場のビジターハウスのトイレの改修、ロッジの暖房機の更新及び

ロマンスリフト制動装置の修繕にかかわる経費の補正であります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

以上であります。

【佐藤総務部長 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、日程第１４、議案第９８号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。柴田市立大曲病院事務長。

【柴田病院事務長 登壇】

○病院事務長（柴田敬史） それでは、議案第９８号、平成２５年度市立大曲病院事業剰

余金の処分について、ご説明申し上げます。

議案書は６０ページとなります。

本案は、平成２５年度市立大曲病院事業会計の未処分利益剰余金のうち、１６０万円

を減債積立金として、１，４００万円を建設改良積立金として処分し、それぞれ企業債

の償還、建設改良工事費に充てるために積み立てるものであり、地方公営企業法第３２

条第２項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。

お手元の資料Ｎｏ．４、大仙市公営企業会計決算書の前半部分となります市立大曲病

院事業会計決算書８ページをお開き願います。

平成２５年度市立大曲病院事業剰余金処分計算書（案）となります。

病院事業会計におきましては、大部分の設備の減価償却期間が平成２４年度末で終了

となっております。今後、これらの更新が大きな課題となってくることから、当年度末

未処分利益剰余金３，１１６万２，３０９円のうち、減債積立金に１６０万円、建設改

良積立金に１，４００万円を、それぞれ積み立てようとするものであります。
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なお、残額の１，５５６万２，３０９円については、翌年度繰越利益剰余金とするも

のであります。

以上、平成２５年度市立大曲病院事業剰余金の処分について、ご説明申し上げました

が、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。

以上です。

【柴田病院事務長 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、日程第１５、議案第９９号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。岩谷水道局長。

【岩谷水道局長 登壇】

○水道局長（岩谷友一郎） 資料Ｎｏ．１、議案書の６１ページをお開き願います。

議案第９９号、平成２５年度大仙市上水道事業剰余金の処分につきまして、ご説明申

し上げます。

本議案は、平成２５年度大仙市上水道事業剰余金のうち、１億円を減債積立金として、

１億円を建設改良積立金として処分し、それぞれ企業債の償還及び建設改良工事費への

充当を目的として積み立てるものであり、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づ

き、議会の議決をお願いするものであります。

資料Ｎｏ．４の大仙市公営企業会計決算書をお願いいたします。中程より後段になり

ますが、大仙市上水道事業会計決算書８ページをお開き願います。

平成２５年度大仙市上水道事業剰余金処分計算書（案）でご説明申し上げます。

当年度未処分利益剰余金２億８７４万６，２９３円のうち、利益剰余金処分額として、

減債積立金を１億円、建設改良積立金を１億円の合わせて２億円を積み立て、残額

８７４万６，２９３円につきましては、翌年度繰越利益剰余金とするものであります。

以上、平成２５年度上水道事業剰余金処分につきましてご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【岩谷水道局長 降壇】

○議長（橋村 誠） この際、昼食のため、暫時休憩いたします。再開は、午後１時とい

たします。

午前１１時５９分 休 憩
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…………………………………………………………………………………………………………

午後 ０時５９分 再 開

○議長（橋村 誠） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第２０、議案第１０４号から日程第３８、議案第１２２

号までの１９件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。久米副市長。

【久米副市長 登壇】

○副市長（久米正雄） 議案第１０４号、平成２５年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認

定について並びに議案第１０５号から１２２号までの平成２５年度大仙市特別会計歳入

歳出決算の認定については、関連がありますので一括して説明いたします。

今回ご審議いただく平成２５年度の一般会計・特別会計歳入歳出決算につきましては、

地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項の規定により、大仙市監査委員の審

査をいただいており、その審査結果については、提出されております審査意見書のとお

りであります。

決算内容は、お手元にお配りしております資料Ｎｏ．３「平成２５年度大仙市一般会

計・特別会計歳入歳出決算書」のとおりであります。

はじめに、一般会計の決算について説明いたします。

平成２５年度一般会計の決算規模は、歳入総額５３２億１，５６２万３，６６８円、

歳出総額５２３億１，４４８万５，３０８円、歳入歳出差引残額は９億１１３万

８，３６０円であります。

また、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は、８億４，５２２万４，１１７円

の黒字であります。

なお、市街地再開発事業の本格化により、合併後最大の決算規模となっております。

次に、各特別会計の平成２５年度決算につきましては、国民健康保険事業特別会計か

ら淀川財産区特別会計まで１８特別会計を合算した決算額が、歳入総額１９４億

３，５２６万６，３１２円、歳出総額１９２億１，７１８万９，６４４円、歳入歳出差

引残高は２億１，８０７万６，６６８円で、全ての会計が黒字、またはゼロ決算となっ

ております。

次に、普通会計ベースにおける決算概要について説明をいたします。
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お手元の資料Ｎｏ．３－１、これをご覧ください。１ページ目のＡ３横版の資料「平

成２５年度普通会計決算概要」をご覧いただきたいと思います。

一般会計に土地区画整理事業・学校給食事業、それから奨学資金の３特別会計を含め

た普通会計ベースにおける決算規模は、歳入総額５４６億３，１７９万７千円、歳出総

額５３７億２，００３万５千円、歳入歳出差引額は９億１，１７６万２千円で、前年度

と比較し、歳入総額で７０億２，１６７万９千円、歳出総額では６９億６，９３２万７

千円の大幅な増となっております。

なお、翌年度への繰越財源を控除した実質収支額は、８億４，６２４万４千円の黒字

であります。

次に、歳入歳出の主な状況についてご説明申し上げます。

２ページをお開き願いたいと思います。

普通会計の歳入構造でありますが、自主財源については、市税が前年度より１億

２，３１１万６千円増となったものの、分担金・手数料や減債基金繰入金の減により１

億２，７３７万５千円減、１２０億４，９０８万１千円であります。

依存財源については、地方交付税が２１４億９，６３７万９千円で、前年度と比較し、

１億６，９２０万円減となった一方で、市街地再開発関連事業の本格化に加え、公共施

設再生可能エネルギー導入事業や国の平成２４年度補正予算（第１号）の採択事業など、

これら普通建設事業にかかわる国庫補助金や市債発行の増大により、国庫支出金は前年

度比４２億２，９５３万４千円の増の９２億５，７５１万７千円、地方債は前年度比

２１億５，４８５万２千円増の６０億４，１８５万８千円と大きく増額となったことか

ら、前年度比で７１億４，９０５万４千円増の、率にして２０．２％増、４２５億

８，２７１万６千円となっております。

このように国庫支出金や地方債など依存財源が大幅に増加したことから、自主財源比

率が２２．１％と前年度より３．５ポイント低下しております。

次に、歳出の状況でありますが、義務的経費については経常収支比率と関連がありま

すので、５ページをお開き願いたいと思います。

扶助費は、生活保護費や障害福祉サービス給付費の増などにより１億３，７５０万８

千円増の５８億８，４５１万４千円となった一方、人件費は職員数の減等により、前年

度より２億２，６５０万６千円減の７０億９，７３９万６千円、また、公債費は市債発

行額の抑制による償還額の減や無利子資金への借り換えによる利子の軽減により、２億
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３，０６６万９千円減の６５億７，８０３万円に減少しており、義務的経費総額は前年

度より３億１，９６６万７千円減の１９５億５，９９４万円となっております。

歳出総額が約７０億円増加したことから、義務的経費の歳出全体に占める構成比が前

年度に比較し、６．１ポイント減少し、３６．４％となっております。

なお、これら義務的経費について、合併直前の平成１６年度決算と比較した場合、人

件費については約２９億円減額となっている一方で、扶助費は倍増しております。今後、

扶助費については、国の新たな補助制度が構築されない限りは人口減少に伴い受給者が

減少するため、人件費及び公債費同様、減少を見込んでおります。

経常収支比率については、財政構造の弾力性を判断するための指標であり、前年度と

比較し、１．８ポイント減少し、８８．０％であり、２２年度から４年連続で９０％を

切る比率となっております。

この減少の理由としては、経常収支比率積算の分子となる歳出充当経常一般財源につ

いて、これまでに引き続き定員管理適正化計画を踏まえた職員数の減少により人件費が

縮減したことや、公債費負担適正化計画に基づく市債管理などにより減額となったこと、

また一方で、分母となる歳入経常一般財源が地方税等の増収により増額となったことか

ら比率が減少したものであります。

今後は、合併特例期間の終了に伴う普通交付税の減により、分母が年々減少すること

から、一層の経費縮減を図り、比率の低下に努めてまいります。

次に、「全会計元利償還額と実質公債費比率の推移」についてであります。

７ページをお願いします。

平成１９年に「財政健全化法」が制定され、これにより地方公共団体は、実質的な赤

字や将来負担などを示す健全化判断比率と各公営企業の資金不足比率を毎年公表するこ

とが義務付けられたところであります。

指標の一つである実質公債費比率については、各自治体の実質的な公債費の負担の尺

度を表すものであり、その指標が３カ年平均で１８％を超えた場合、地方債の発行に際

し、県知事の許可が必要となります。

本市では、２０年度決算において起債許可団体基準値である１８％を超えたことから、

平成２１年度に「公債費負担適正化計画」を策定し、平成２６年度決算時には１８％未

満となるよう、市債発行額の抑制や市債の任意繰上償還を行ってきた結果、計画より１

年短縮し、平成２５年度決算において１７．６％まで改善されております。



- 35 -

普通会計の元利償還額については、平成１９年度をピークに減少しておりますが、公

営企業会計及び一部事務組合の地方債償還にかかわる一般会計負担額となる準元利償還

金については、下水道事業の元利償還の開始等により年々増加すると見込まれておりま

す。

また、人口減少や合併算定替えの終了などに伴い、普通交付税や臨時財政対策債など

の減額により、比率の分母自体が年々縮小することなどから、臨時財政対策債を除く建

設事業債等の市債発行について、計画期間内の市債元金償還額総額の８割以内とするこ

とを遵守するほか、実施事業を厳選した上で交付税算入率の高い有利な地方債を選択し、

比率の改善に努めてまいります。

次に、「市債現在高と将来負担比率」についてであります。

８ページになります。

企業会計を含む全会計の年度末残高は１，０１２億６，１６６万円であり、前年度と

比較し、１３億１，９８９万９千円の減となっており、平成１９年度をピークに年々減

少しておりますが、未だ１，０００億円を超える残高となっております。

なお、「将来負担比率」は、先ほど説明した健全化判断比率の指標の一つであり、大

仙市及び市が関係する一部事務組合などの負債が標準財政規模の何年分に相当するのか

を図る指標であります。

２５年度決算時の比率は、財政調整基金の積み増しなどによる充当財源の増、また、

市債発行額の抑制による市債残高の減少や職員数の減少により、前年度より１１．０ポ

イント減の１５０．３％まで改善しておりますが、未だ標準財政規模の約１．５年分の

負債を負っている計算となります。

比率については、全国類似団体や県内市町村の平均値を大きく上回っており、将来負

担比率の高止まりによる財政の硬直化が懸念されることから、着実に市債発行額の抑制

や職員数の適正管理に努めるほか、可能な限り市債の繰上償還を行うことで、２８年度

末の臨時財政対策債を除く全会計の残高を７５０億円程度まで抑制し、将来負担の軽減

を図ってまいります。

次に、「積立金現在高」についてであります。

９ページをお願いします。

財政調整基金については、取り崩しを行わず積み増しを図ったことから、２６億

５，６６１万５千円の残高となっており、２６年度当初予算編成の基金積立を含め、約
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２７億５千万円を確保しております。

しかしながら、当市の標準財政規模に対する財政調整基金残高の割合が全県２５市町

村中、最下位であるため、今後も取り崩しをすることなく、一層の積み増しを図り、不

足の事態に備えた財政基盤の確立に努めてまいりたいというふうに考えております。

特定目的基金については、前年度より約６億２，０００万円増となる４３億

４，８０７万７千円の残高でありますが、このうち約３６億１，０００万円が地域振興

基金であります。

この地域振興基金については、市町村合併により、それぞれの地域の活力が失われな

いように、地域振興に資するソフト事業を計画的かつ安定的に実施するための基金とし

て、合併特例法に基づき、２６年度末までに４０億円を基金として積み立ていたします

が、２７年度以降、財政状況等を踏まえ、旧市町村の地域振興や地域住民の一体感の醸

成のためのソフト事業の実施財源としてまいります。

次に、主な財政指標についてであります。

１０ページをお願いします。

本表は、人口及び産業構造等により分類された当市と同等規模にある全国１９７市の

類似団体平均数値を青字で表示し、各指標数値についての比較を行っております。

はじめに、地方公共団体の財政力を示す指標となる財政力指数について、ご説明いた

します。

これは、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値で、過去３カ年の平均値を指

すものであり、１．０を超えた場合、普通交付税の不交付団体となります。

当市の２５年度の指数は０．３３６で類似団体平均を下回っておりますが、この要因

としては、当市はもともと財政基盤の弱い財政力指数０．１から０．５までの市町村が

合併したことに加え、人口減少や税収減等が起因しております。

なお、以下の「経常収支比率・実質公債費比率・将来負担比率」についても、類似団

体との経年比較を行っておりますので、後ほどご参照願いたいと思います。

最後に、普通交付税にかかわる合併算定替の逓減・廃止について説明いたします。

１１ページをお願いします。

市町村合併が行われた場合、スケールメリットにより、人件費や内部管理経費などの

諸経費の節減が可能となり、実際の需要額も減少するものと考えられますが、経費の節

減は合併後直ちにできるものばかりではないことから、普通交付税の算定について特例
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措置が設けられております。この特例により、合併後１０年間は旧市町村が存在するも

のとみなして計算した普通交付税額が交付されており、その後５年間は交付税の算定額

が段階的に縮減となります。

本市においては、平成２６年度で合併特例期間が終了し、平成２７年度から平成３１

年度までの５年間、普通交付税の逓減を経て、平成３２年度には本来の一本算定となる

ことから、現時点では約４５億円程度の普通交付税が減となる見込みであり、更には、

今後の人口減少等を勘案した場合、相当規模の普通交付税が減額になるものと予測して

おります。

昨年、国に対し、県と共同で普通交付税の算定基準の見直しについての要望を行った

ほか、全国の関係自治体で組織される「合併算定替終了に伴う財政対策連絡協議会」の

取り組みにより、支所経費の算定見直しが行われており、これにより合併特例期間終了

に伴う普通交付税の減額が当初見込みより縮小するものと推計しております。

本市は、地方交付税の依存度が高いため、普通交付税の逓減が始まる平成２７年度以

降は、各種施策を従来どおり実施することは難しく、市税等の自主財源の確保のほか、

歳入に見合った歳出の見直しは必至であります。

また、消費税増税により地方消費税交付金の増収が見込まれる一方で、自動車関連課

税の見直しに伴い、自動車取得税交付金・地方譲与税への影響を考慮すると、歳入構造

の転換は避けられないものであります。

昨年度から財政課内に経営改革班を設置し、公共施設の見直しや補助金交付基準の精

査を進めておりますが、全職員が現下の財政状況を認識することが重要であり、住民

サービスの大きな低下を招くことのないよう、既存の施策・事業を見直し、将来を見据

えた安定した財政基盤の確立を図ってまいりたいと考えております。

以上、平成２５年度大仙市一般会計・特別会計の概要につきましてご説明申し上げま

したが、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

【久米副市長 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、日程第３９、議案第１２３号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。柴田市立大曲病院事務長。

【柴田病院事務長 登壇】

○病院事務長（柴田敬史） それでは、議案第１２３号、平成２５年度市立大曲病院事業
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会計決算の認定について、ご説明申し上げます。

本案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別添監査委員の

意見を付して、議会の認定をお願いするものであります。

それでは、お手元の資料Ｎｏ．４「平成２５年度大仙市公営企業会計決算書」の前の

部分、前半部分の「市立大曲病院事業会計決算書」により、概要を説明させていただき

ます。

はじめに、決算書の１３ページをお願いいたします。

ページの中段に、業務量として入院と外来の患者数を表にしております。

入院の年間延べ患者数は４万７７１人で、前年度と比較し、２０５人の減となってお

ります。一日の平均患者数は１１１．７人、病床利用率は９３．１％であります。

外来の年間延べ患者数は１万５，３１７人で、前年度と比較しますと７５２人の増と

なっております。一日の平均患者数は６２．８人で、この外来患者数の増加というのが

本年度決算の特徴の一つであります。

次に、決算の概要について申し上げます。

決算書はページを戻っていただいて、２ページ・３ページをお願いいたします。

決算報告書、（１）収益的収入及び支出であります。

病院経営によって発生した収益と費用を記載しております。

収入の第１款病院事業収益の決算額は９億９，１１０万５，３９４円となっておりま

す。

内訳としまして、第１項医業収益は７億７，１０８万７００円で、入院収益、外来収

益などの合計であります。予算額に比べますと２６８万３，３００円の減となっており

ますが、決算額を前年度決算額と比較しますと、外来患者数が増加したことなどから

２，１４７万３，１８３円、約２．９％の増となっているものであります。

第２項、医業外収益は２億２，００２万４，６９４円で、一般会計からの負担金や自

動販売機の手数料収入などであります。

なお、一般会計からの負担金は２億１，８４７万６千円で、前年度の負担金額と比較

しますと７３３万４，５１９円、約３．２％少ない額となっております。

次に、支出の第１款、病院事業費用の決算額は９億５，９９４万３，０８５円となっ

ております。

その内訳でありますが、第１項医業費用は９億１，７３１万４，４２５円で、職員の
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給与費、医薬品などの材料費、光熱水費など病院施設管理のための経費、減価償却費な

どの合計であります。

不用額３，１５６万７，５７５円は、職員の休職などによる給与費の減、委託料・賃

借料など経費の減少によるものであります。

第２項、医業外費用は、４，２６２万８，６６０円。大部分は、企業債３件の利子償

還金であります。

第３項、予備費の支出はありませんでした。

以上によりまして、収益的収入及び支出につきましては、決算書の６ページをお願い

いたします。決算書６ページの損益計算書の下段にありますように、当年度純利益は

３，１１６万２，３０９円となるものであります。前年度と比較しますと２，２９９万

８，８３２円の増となっておりますが、医業収益が増加したこと、一般会計負担金につ

いて、予算どおりの繰り入れを実行したことなどによるものであります。

次に、決算書の４ページ・５ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出の決算について、ご説明申し上げます。

これは建設改良など資産形成のための収入と費用を記載しております。

まず、収入については、該当する収入がなく、ゼロであります。

支出については、第１款資本的支出の決算額は１億５０７万７，５０９円であります。

その内訳でありますが、第１項建設改良費は２，００１万３，８４０円で、空調の改

修にかかわる工事請負費等が７８７万５千円、脳波計やエックス線撮影装置、厨房の冷

蔵庫等などの器械備品の購入費が１，２１３万８，８４０円が主な内容であります。

第２項企業債償還金は８，５０６万３，６６９円で、これは企業債３件の元金償還金

であります。

第３項、予備費は執行がありませんでした。

なお、表の欄外に記載しておりますとおり、資本的収入が資本的支出に不足する額、

１億５０７万７，５０９円は、過年度分損益勘定留保資金で補填しております。

以上、平成２５年度市立大曲病院事業会計決算の概要についてご説明申し上げました

が、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

以上です。

【柴田病院事務長 降壇】
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○議長（橋村 誠） 次に、日程第４０、議案第１２４号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。岩谷水道局長。

【岩谷水道局長 登壇】

○水道局長（岩谷友一郎） それでは、議案第１２４号、平成２５年度大仙市上水道事業

会計決算の認定につきまして、ご説明申し上げます。

資料Ｎｏ．１、議案書の８３ページになります。

大仙市上水道事業会計決算の認定につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の

規定により、別添監査委員の意見を付しまして、議会の認定をお願いするものでありま

す。

それでは、決算内容につきまして、順次ご説明申し上げます。

資料Ｎｏ．４「平成２５年度大仙市公営企業会計決算書」をお願いいたします。中程

より後段になります「大仙市上水道事業会計決算書」の１２ページをお開き願います。

はじめに、事業概況の給水状況につきまして、ご報告いたします。

給水戸数は１万４，０８７戸で、前年度比で１２３戸増加しておりますが、給水人口

は３万３，７０６人で、前年度比で４３８人の減となっております。計画給水人口３万

３，５１７人に対する普及率は１００％であります。

また、年間総配水量は、前年度に比べ０．３３ポイント減、１万４，３３５㎥減の

４３０万３，２７０㎥となっております。

新規住宅・アパート等の増加により給水戸数が増加した一方で、経済状況などによる

大口需要者の使用水量の伸び悩みや給水人口の減少、一般家庭における節水意識の高ま

りなどを要因として配水量が減少したものと考えております。

一日平均配水量は１万１，７９０㎥、一日最大配水量は、８月２４日に記録した１万

５，１０２㎥となっております。

年間有収水量は３８３万２，５７３㎥で、これを年間総配水量で除した有収率は、前

年度比２．３７ポイント減の８９．０６％となっております。

それでは、決算内容につきまして、戻っていただきまして、２ページ・３ページをお

開き願います。

平成２５年度大仙市上水道事業会計決算報告書に基づき、ご説明いたします。

決算報告書は、税込み価格で表記されております。

（１）収益的収入及び支出は、水道局の経営活動に伴って発生した収益と、それに対
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応した費用が計上されております。

収入の部、第１款上水道事業収益は、決算額８億３，８８８万２，３５６円で、予算

額に対し４，１７７万２，６４４円の減となっております。

内訳としまして、第１項営業収益は、決算額８億２，０７８万６，５６１円で、主な

収入は、水道料金８億１，２５９万５９０円のほか、委託料・手数料などであります。

前年度比２．３ポイント減の１，９１０万７，９７８円の減となっております。

第２項営業外収益は、決算額１，８０９万５，７９５円で、主な収入は、大曲橋架替

事業に伴う県からの補償金１，４７０万１，９００円のほか、他会計補助金として仙北

南地区簡易水道事業の事業債利子償還金に係る基準内繰入金であります。

次に、支出の部、第１款上水道事業費用は、決算額６億４，９２９万４，１５５円で、

不用額４，４６０万３，８４５円となっております。

内訳としまして、第１項営業費用は、決算額５億６，７７２万２，７７３円で、主な

支出は、原水及び浄水費、配水及び給水費、業務及び総係費、減価償却費及び資産減耗

費などであります。

第２項営業外費用は、決算額８，０１９万９，４０２円で、企業債支払利息・消費税

などであります。

第３項特別損失は、時効完成分による欠損分など決算額１３７万１，９８０円となっ

ております。

第４項予備費の支出は、ありませんでした。

不用額のうち、主なものといたしまして、営業費用における委託料、修繕費の実績に

伴う減額によるものであります。

以上により、収益的収入及び支出につきまして、６ページをお願いいたします。消費

税及び地方消費税を含まない損益計算書であります。下から３行目記載の当年度純利益

は１億８，１１７万４，２４７円となっており、前年度比１，５４１万１，８８１円の

減、率にして７．８ポイントの減となっております。これは、配水量減に伴う営業収益

の減が主な要因でありますが、ほぼ平年並みの純利益となっております。

次に、戻っていただきまして、４ページ・５ページ、（２）資本的収入及び支出は、

経営規模拡大を図るために必要な施設の整備・拡充等の建設改良費や企業債の償還元金

等が計上されており、資産を作るための経費を計上しております。

収入の部、第１款資本的収入は、決算額２，８１７万５７６円となっております。
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内訳としまして、第１項工事負担金は、決算額１，６５７万５０円で、大曲駅前第二

地区土地区画整理事業に伴う配水管移設工事負担金であります。実績に伴い、予算額に

対して４７３万１，０５０円の増となっております。

第２項負担金は、決算額１５６万４，５００円で、消火栓設置工事に伴う一般会計か

らの負担金であります。

第４項補償金は、決算額５２０万２，４２６円で、配水管移設工事に伴う秋田県から

の補償金であります。実績に伴い、予算額に対し、４０２万５，５７４円の減となって

おります。

第５項出資金は、決算額４８３万３，６００円で、一般会計からの出資金として、仙

北南地区簡易水道事業の企業債元金償還分に係る基準内繰入金であります。

次に、支出の部、第１款資本的支出は、決算額２億９，５７０万１７４円となってお

ります。

内訳としまして、第１項建設改良費は、決算額１億７，１１９万７，０３０円で、不

用額１，２０２万６，８２６円となっております。

主な支出は、配水管の新設・改良及び移設工事など工事請負費１９件、１億

６，３５６万３，７５０円のほか、管路図台帳作成費、水道メーターなど営業設備費で

あります。

不用額の主なものとしましては、工事請負費や営業設備費の請負差額によるものであ

ります。

第２項企業債償還金は、決算額１億２，４５０万３，１４４円で、財政融資資金及び

金融公庫からの借り入れに対する償還金であります。

以上によりまして、４ページ下段欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額

に不足する額２億６，７５２万９，５９８円につきましては、減債積立金から１億円、

建設改良積立金から１億円、過年度分損益勘定留保資金から５，９４１万７，７７７円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８１１万１，８２１円で補填しており

ます。

以上、平成２５年度大仙市上水道事業会計決算につきましてご説明申し上げましたが、

今後とも効率的な事業執行に努めるとともに、安全・安心で安定した水道水の供給に努

めてまいりますので、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。

【岩谷水道局長 降壇】
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○議長（橋村 誠） これにて、本定例会に上程された議案についての説明が終了いたし

ました。

○議長（橋村 誠） お諮りいたします。議案等調査のため、８月２９日から９月７日ま

で１０日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって、８月２９日から９月７日まで１０

日間、休会することに決しました。

○議長（橋村 誠） 以上で本日の日程は、全て終了しました。

本日はこれをもって散会し、来たる９月８日、本会議第２日を定刻に開議いたします。

大変ご苦労様でした。

午後 １時４１分 散 会
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